
 

 

 

 

 

 

榎一丁目市有地における異物除去作業の終了について 
 

 

 

本市では、榎一丁目市有地における再生砕石へのアスベスト混入事案に対し、

令和４年１２月以降、市民の不安を最大限解消する対策を講じるため、アスベ

ストを周囲に飛散させないよう飛散防止対策工事等を実施し、東京都と連携を

図りながら、除去に向け、対応してまいりました。 

この度、令和６年５月から実施していたアスベスト含有物及び金属片等の異物

除去作業が完了しましたので、お知らせいたします。 

なお、本作業により発生した産業廃棄物は、下記のとおりとなり、廃棄物処理

法に基づき適正に処理いたしました。 
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異物除去作業対象３，７６６㎥中の産業廃棄物の処分量 

名 称 種 類 数 量 

混合廃棄物 

・金属くず 

・廃プラスチック類 

・ガラス、コンクリート及び陶磁器くず 

・がれき類 

６㎥ 

アスベスト ・石綿含有産業廃棄物 ２５㎥ 

合 計 ３１㎥ 

注）異物除去作業は、重機により再生砕石等を少量採取し、その都度、異物選

別を行うこととしており、選別作業においてアスベストを発見した場合に

は、採取した１回量（０．４㎥程度）の全てを石綿含有産業廃棄物とみな

していることから、石綿含有産業廃棄物の数量には、混合廃棄物及び再生

砕石を含みます。 
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